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衆
議
院
議
員
加
藤
靜
雄
君
提
出
菊
花
紋
章
の
標
示
に
関
す
る
質
問
に
対
し
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
加
藤
靜
雄
君
提
出
菊
花
紋
章
の
標
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

新
憲
法
施
行
後
な
お
各
種
の
通
貨
、
印
紙
及
び
郵
券
に
菊
花
紋
章
を
標
示
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
、
政
府
は
、

す
で
に
郵
便
切
手
等
郵
券
に
つ
い
て
は
今
後
新
に
発
行
す
る
図
案
に
は
菊
花
紋
章
を
標
示
し
な
い
こ
と
に
措
置
し
、
現
に
過

日
発
行
し
た
貿
易
再
開
記
念
切
手
に
は
こ
れ
を
標
示
し
な
か
つ
た
。
通
貨
に
つ
い
て
も
ま
た
、
今
後
新
な
樣
式
を
以
て
製
造

に
著
手
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
標
示
し
な
い
よ
う
措
置
す
る
方
針
で
あ
る
。 




